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１．廃棄物の区分 

 廃棄物は，家庭から排出される家庭系廃棄物と，事業所から排出される事業系廃棄物に分

けられます。 
 事業活動に伴って出たごみのうち，法令で定められた産業廃棄物以外のものを事業系一般

廃棄物といいます。 
 
 
 
                     市の責任で処理 
                               
 
 
 
 
 
 
          事業者が自らの責任で処理すべき廃棄物 

 
                             事業活動に伴って発生する廃棄物 
                             のうち，法令で定められているもの 
 
＜産業廃棄物の種類と具体例＞ 

あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
伴
う
も
の 

①燃え殻 石炭がら，焼却炉の残灰など 

特
定
の
事
業
活
動
に
伴
う
も
の 

⑬紙くず 製紙業，紙加工製造業，新聞業印刷物加工業な

どから生じる紙くず 

②汚泥 工場排水処理や物の製造過程などか

ら排出される泥状のもの ⑭木くず 木材製造業，建設業などの特定の業種から排出

されるもの 

③廃油 鉱物性油，潤滑油，洗浄油溶剤，ター

ルピッチなど 
⑮繊維くず 繊維工業から生ずる木綿くず，羊毛くず等の天

然繊維くずなど 

④廃酸 廃硫酸，廃塩酸などすべての酸性廃液 ⑯動植物性残さ  食品製造業などで原料として使用していた動

植物に係る不要物 

⑤廃ｱﾙｶﾘ 写真現像廃液，廃ソーダ液などすべて

のアルカリ性廃液 
⑰動物系固形不要物  と畜場において処分した獣畜，食鳥処理場にお

いて処理した食鳥 

⑥廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 合成樹脂くずなど固形状・液状のすべ

ての合成高分子系化合物 
⑱動物のふん尿  畜産農業から排出される牛，馬，豚，めん羊，

にわとり等のふん尿 

⑦ｺﾞﾑくず 生ゴム，天然ゴムくず ⑲動物の死体 畜産農業から排出される牛，馬，豚，めん羊，

にわとり等の死体 

⑧金属くず 鉄鋼，非鉄金属の破片，研磨くず，切

削くずなど 
⑳上記の 19 種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの 

⑨ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 
市の処理施設で受入できないものについては， 
事業者の責任で適正に処理してください。 
 

（産業廃棄物に関する問い合わせ先： 
一般社団法人千葉県産業資源循環協会 ０４３-２３９-９９２０） 

⑩鉱さい 異物廃砂，電炉等溶解炉かす不良石

灰，粉炭かすなど 

⑪がれき類 工作物の除去に伴って生じたコンク

リートの破片など 

⑫ばいじん ばい煙発生施設等の集じん施設で捕

捉したもの 

廃棄物 

家庭系廃棄物 

事業系廃棄物 

事業系一般廃棄物 

産業廃棄物 
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２．事業者の責務 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第３条の中で，事業者には次のような責務があると定

められています。 
 
 
 
 
 
 
  

３．可燃ごみの現状 

 成田市で発生する一般廃棄物のうち，可燃ごみの処理量は，下のグラフを見て分かるとお

り，横ばいの状態になっています。このうち約４割が事業所から発生する事業系一般廃棄物

です。 
 可燃ごみは基本的に全て成田富里いずみ清掃工場で溶融処理されますが，近年は，搬入さ

れるごみの量が計画量を大幅に超えたことにより，一部については，民間処理場で焼却処理

されました。 
 近年，成田富里いずみ清掃工場に搬入される可燃ごみの中に，資源化することができる古

紙類や産業廃棄物が混入していることが多く見受けられ，処理量の増加だけでなく，炉を傷

める原因にもなっています。 
 事業系一般廃棄物の分別の徹底，資源化は，成田富里いずみ清掃工場の延命化や豊かな自

然環境の維持のためにも喫緊の課題です。 

＜可燃ごみ 処理量の推移＞ 

 

・廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない 

・廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量化と資源化に努めなければならない 

・廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しな   

 ければならない 
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４．ごみの処理の流れ 

 資源物，事業系ごみ，産業廃棄物は下記の方法で処理してください。 
 現在，更に細かい分別とし，独自ルートで処理している方はそのままで構いません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※1 
＜古紙類の引取を行っている市内業者＞ 

会社名 郵便番号 住所 電話番号 
株式会社 新井商店 ２８６－０１１４ 成田市本城１５７ ０４７６－３５－１７２１ 
株式会社 和光 ２８６－０１３３ 成田市吉倉１５０ ０４７６－２２－０８２５ 
・受入時間・条件等は業者ごとに異なる可能性がありますので，必ず事前に確認してください。 
・上記の業者は無料で引取を行っていますが，今後，市況によっては，有料となる可能性もあります。 
・適正な処理を行う業者であれば，上記以外の業者に引取を依頼することも可能です。 
（上記以外の業者は引取の際の料金が不明ですので，必ず事前に確認してください。） 

古紙類 

 

産業廃棄物 

詳しい分類は１ページを 

ご覧ください 

・ＯＡ用紙 
・ダンボール 
・新聞，雑誌 
・紙パック 
・雑がみ 
(封筒，包装紙等) 
 など 

自
ら
運
搬
又
は
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
許
可
業
者
へ 

収
集
運
搬
を
委
託 

※
古
紙
類
は
再
生
利
用
に
供
す
る
場
合
，
許
可
の
な
い
業
者
に 

収
集
運
搬
を
委
託
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

可燃ごみ 

 

・生ごみ 
・資源化できない 
 紙類・布類 
 など 
※生ごみは水分を 

切ってください 

古紙問屋 

料金：無料※1 
 
詳細は下記※1 を 
ご覧ください 

成田富里 

いずみ 

清掃工場 
 
料金:10 ㎏あたり 
料金:220 円 
 

自ら運搬・処理または 

産業廃棄物収集運搬業・処分業許可業者へ 

収集運搬・処分を委託 

市で処理できるごみ 

市で処理できないごみ 
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５．古紙の分別方法 

 ①事業系古紙の分別区分 

 事業系古紙は，次の６種類に分別し，資源化してください。 
 
   ＯＡ用紙          ダンボール           紙パック 
 
 
 
 
 
 
    新聞紙            雑誌             雑がみ 
 
 
 
 
 
 
※テープ，クリップ，ビニールなど紙以外のものや，感熱紙など再生できないものは取り除いてください。 
※紙パックはすすいで開いてください。アルミ箔の付いているものは対象外です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ②機密書類やシュレッダー紙の資源化 

 機密書類やシュレッダー処理した紙も，以下の条件を満たせば引取ができます。 
 性状によっては引取できない場合もありますので，事前に業者へお問い合わせください。 
 
 
 
                                         

・上記の「資源化できない古紙」が入っていないこと 
・ビニールやひも，プラスチックなど紙以外のものが入っていないこと 
・マイクロカット（紙吹雪状まで細かくする）シュレッダー等以外であること 

×資源化できない古紙の例 
・カップ麺のふた，タバコの箱の内紙， 

  菓子の包み紙などアルミ加工してあるもの 

・アイスクリームカップ，紙コップなど 

           防水加工してあるもの 

・感熱紙，カーボン紙，写真など薬品加工してあるもの 

・付箋などのりの付いているもの 

・洗剤の箱や線香の箱など匂いがついているもの                          

可燃ごみとして 

  処理してください。 
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６．減量に向けた市の取組み 

 

 

 

 

 

 

①3010（さんまる・いちまる）運動 

                                                     

                                   
               （HP：https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page308100.html） 

 

②訪問指導の実施 

市の職員が企業や店舗等の事業所を訪問しています。訪問時には，ごみの分別や処理方法，

リサイクルの実施状況について確認しています。また，ごみ減量の取り組みに関する質疑応

答や，必要に応じて分別指導を行っています。 

会食・宴会時の食べ残しを減らすため，乾杯後

30分間とお開き前 10分間は自分の席でお食事

を楽しみましょうと呼びかけるキャンペーン

です。 
食品ロス削減にご協力していただける飲食店

の皆様向けに，店内に掲示する PR 用ポスター

をホームページで公開しております。 

  

事業系ごみ減量のメリット 

○処理コスト削減 

ごみ減量・分別の徹底による資源物の売却などにより，処理コストの削減につ

ながる可能性があります。 

○企業イメージアップ 

地球温暖化等の環境問題への関心が高まっており，リサイクルの推進やごみ減

量を積極的に行うことで，企業のイメージアップにつながります。 
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③減量計画書 

 年間排出量が多い上位の 200 事業所を対象として毎年の排出量や資源化量，ごみ減量に

関する取組みについての計画を提出していただいています。また，各事業所ごとに廃棄物管

理責任者を選任していただく届出の提出をお願いしています。 

 

④展開検査 

 事業所などからいずみ清掃工場に持ち込まれたごみの確認検査を実施しています。収集運

搬許可業者が収集してきた廃棄物をブルーシート上に広げ，内容物を確認します。 
産業廃棄物やリサイクル可能な資源物など不適切なごみが混入していた場合は，排出した事

業者に分別等，適正処理についての文書指導や現地確認をおこなっています。 
 

 
①搬入物を降ろす様子 

 

 
②内容物を分ける様子 ③確認後の様子 

 

 
④不適物-ビニール類 

（産業廃棄物） 

 
⑤不適物-発泡スチロール 

（産業廃棄物） 

 
⑥不適物-シュレッダー紙 

（資源物） 
 
繰り返し指導しても改善されずに再度不適物が発見された場合には，排出事業者に引き取り

をお願いする場合があります。 
分別を徹底し，不適物が搬入されないようにしてください。 
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７．減量化対策の事例 

  

日本の年間食品ロス量 643 万トンのうち，事業系食品廃棄物は 352 万トンとの調査結果が

出ています。（農林水産省及び環境省：平成 28 年度統計） 
食品ロスの発生は，製造工程のロスや返品，売れ残り，食べ残しや仕込みロスが主な要因で

す。 
過剰生産削減，賞味期限延長，バラ売りや 3010 運動などに取り組むことで，ごみとして排

出される量を減らすようにしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
生ごみには堆肥や飼料（エコフィード）としてリサイクルできるものが含まれています。 
詳しくは生ごみ処理機の取扱業者や食品リサイクル業者に問い合わせてください。 
 
・登録再生利用事業者一覧表/農林水産省ホームページ 
（http://www.maff.go.jp の検索から「登録再生利用事業者一覧表」と入力） 
 

 
【参考：食品廃棄物の分別区分】 

産業廃棄物 
 
 

食品の製造・加工業者⇒加工残さ・規格外品 
例）食品メーカー等 

事業系一般廃棄物 食品の流通業者⇒売れ残り・食品廃棄 
例）スーパー、コンビニエンスストア等の小売業等 

食事の提供を伴う事業者⇒調理くず・食べ残し 
例）飲食店、宿泊施設等 

食品ロスや生ごみの削減 

45%55%

＜食品ロス643万トンの割合＞

一般家庭

食品関連事業者
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オフィスでの印刷は両面コピーや裏紙利用をすることで用紙の消費を減らすことができま

す。また，研修資料などを電子化することでペーパーレス化に取り組む事業所も増えてきて

います。 

 
【オフィスでできる減量化の取組み】 
・両面印刷や 2in1 印刷 
・電子媒体等によるペーパーレス化 
・裏紙の利用 
・書類の一元化 
 
 
 
                     市でも分別ボックスを利用し， 
                       紙類の再資源化に取り組んでいます。 
 

 

 

職員向けにマイボトル・マイカップの配布・推進することでごみ減量につながります。 

環境省ホームページでは『マイボトル・マイカップキャンペーン』を推奨し，取り組んでい

る事業者が紹介されています。 

（http://www.env.go.jp/recycle/yoki/b_3_mybottle_mycup/mybottle/index.html） 

 

 

 

 

 

 

紙類の再利用・削減 

マイボトル・マイカップの利用 

（出典元：容器包装リサイクル協会） 

ごみ・CO２・コスト削減！ 
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成田市一般廃棄物収集運搬許可業者名簿 

 
共同リサイクル㈱ 286-0117 成田市三里塚光ヶ丘 1-862 35-2635 

㈲片岡清掃サービス 286-0013 成田市美郷台 3-13-16 24-0213 

㈱成運興業 286-0844 成田市宝田 1698 22-7135 

㈲小幡開発リサイクル 286-0114 成田市本城 222-17 35-4640 

㈲真幸産業 286-0118 成田市本三里塚 23-12 40-5325 

㈲りさいくるや大野 286-0831 成田市芦田 2056-1 36-3330 

㈱北辰産業 286-0807 成田市北羽鳥 2175-2 37-0899 

㈲ティーピーオー 286-0116 成田市三里塚御料 1-1355-1-105 35-4300 

㈲堀川オート 286-0807 成田市北羽鳥 2165-1 37-1537 

㈲中徳産業 286-0114 成田市本城 32-118-1-102 35-8811 

みどり産業㈱成田支店 286-0125 成田市川栗 798-14 35-6400 

㈱緑環境 成田支店 287-0216 成田市南敷 459-3 73-5060 

GLORY SUPPORT㈱ 286-0134 成田市東和田 566-102 20-0072 

㈲エーエムティー 286-0844 成田市宝田 2385 23-5090 

片野建設㈱ 287-0205 成田市奈土 1203-1 0478-55-1801 

㈲榊原商店 287-0224 成田市新田 77-1 0299-63-1726 

㈱環境美装 286-0823 成田市小泉 481-1-9-13-14 36-6606 

㈱和光商事 289-0111 成田市名木 667 0479-76-8951 

ときわ陸送㈲ 286-0035 成田市花崎町 740-10-101 85-6969 
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参考:【成田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例】一部抜粋 

 

（事業者の責務） 

第 5条 事業者は廃棄物の減量化及び資源化に努めなければならない。 

2 事業者は，その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなら

ない。 

3 事業者は，事業活動に際して，その製品，容器等が廃棄物となった場合において，その適正な処

理が困難になることのないようにしなければならない。 

4 事業者は，廃棄物の減量化，資源化及び適正な処理の確保並びに地域の清潔の保持に関し，市の

施策に協力しなければならない。 

（事業者による減量化及び資源化） 

第 9 条 事業者は，事業系廃棄物の分別の徹底を図る等資源化を促進するために必要な措置を講ず

る等により，その減量化及び資源化に努めなければならない。 

2 事業者は，事業活動に際して，長期間使用可能な製品の開発，製品の修理体制の確保等，減量化

に必要な措置を講ずるとともに，再生資源及び再生品を利用すること等により資源化に努めなけ

ればならない。 

（事業用大規模建築物の占有者の義務） 

第 10 条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの（以下「事業用大規模建築物」という。）の占

有者は，市長の指示に従い，資源化を促進する等により，当該建築物から排出される事業系一般

廃棄物を減量しなければならない。 

2 事業用大規模建築物の占有者は，当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量化及びその

適正な処理に関する業務を担当させるため，規則で定めるところにより，廃棄物管理責任者を選

任し，その旨を市長に届け出なければならない。 

3 事業用大規模建築物の占有者は，当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量化に関する

計画書を作成し，当該計画書を市長に提出しなければならない。 

4 事業用大規模建築物の占有者は，前各項に規定する義務の履行に関し，相互に協力しなければな

らない。 

（勧告等） 

第 11 条 市長は，事業用大規模建築物の占有者が前条第 1項から第 3項までのいずれかの規定に違

反していると認めるときは，期限を定めて，必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

2 市長は，事業用大規模建築物の占有者が前項の規定による勧告に従わないときは，市の処理施設

への受入れを拒否することができる。 

（事業者の義務） 

第 22 条 事業者は，その事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障の生じないうちに自ら処分し，

若しくは運搬し，又は廃棄物の収集，運搬及び処分を業として行うことのできる者に運搬させ，

若しくは処分させなければならない。 

 


